
財団法人東京都体育協会寄付行為 

 
   第１章 総      則 
 
第 １ 条 この法人は財団法人東京都体育協会 (The Amateur Athletic Association 

of Tokyo)という。 
 
第 ２ 条 この法人は事務所を東京都渋谷区神南 1 丁目 1 番 1 号岸記念体育会館

内におく。 
 
   第２章 目的および事業 
 
第 ３ 条 この法人は東京都における体育運動を振興して都民の体力向上を図り、ス

ポーツ精神を涵養し、もって社会文化の向上発展に寄与し、併せて体育運動に関す
る諸団体相互の連絡融和を図ることを目的とする。 

 
第 ４ 条 この法人は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 
１．都民の体力向上とスポーツ精神を涵養するため、その根本方針を審議確立するこ

と。 
２．体育運動に関し、東京都、財団法人日本体育協会、その他の機関の施策に協力す

ること。 
３．加盟団体の強化発展ならびにスポーツ少年団の育成に関すること。 
４．体育大会・講習会・スポーツテストその他体育運動に関する各種事業を実施およ

び援助すること 。 
５．体育運動施設の計画および設置をすること。 
６．体育運動の宣伝・啓発・指導および奨励を図ること。 
７．体育運動に関する研究調査をすること。 
８．その他目的を達成するため必要な事業 
 
   第３章 資産および会計 
 
第 ５ 条 この法人の資産は次のとおりとする。 
１．この法人設立当初の寄付にかかる別紙財産目録記載の財産 
２．資産から生ずる果実 
３．事業に伴う収入 
４．加盟団体分担金、補助金および寄付金品 
５．その他の収入 
 
第 ６ 条 この法人の資産を分けて基本財産および運用財産の二種とする。 
２．基本財産は別紙財産目録のうち基本財産の部に記載する資産および将来基本財産

に編入される資産で構成する。 
３．運用財産は基本財産以外の資産とする。ただし寄付金品であって寄付者の指定あ

るものはその指定に従う。 
 
第 ７ 条 この法人の基本財産のうち現金は理事会の議決によって定額貯金とするか、

または定期預金とし、もしくは確実な信託銀行に信託するか、あるいは確実な有価
証券を購入して理事長が保管する。 

 
第 ８ 条 基本財産は消費し、または担保にしてはならない。ただし、この法人の事

業遂行上やむをえない理由があるときは理事会および評議員会の議決を経、かつ東
京都教育委員会の承認を受けてその一部に限り処分することができる。 

 



第 ９ 条 この法人の事業遂行に要する費用は資産から生ずる果実、事業に伴う収入、
加盟団体分担金その他運用財産をもって支弁する。 

 
第１０条 この法人の事業計画およびこれに伴う収支予算は、毎年会計年度開始前理

事長が編成し理事会の議決を経て東京都教育委員会に届けなくてはならない。 
２．事業計画および収支予算を変更した場合も同様とする。 
 
第１１条 この法人の決算は会計年度終了後２か月以内に理事長が作成し財産目録お

よび事業報告書ならびに財産増減事由書とともに監事の意見をつけて理事会の承認
を受け東京都教育委員会に報告しなければならない。 

２．この法人の決算で剰余金があるときは理事会の議決を経てその一部もしくは全部
を基本財産に編入し、また翌年度に繰越するものとする。 

 
第１２条 収支予算で定めるものを除くほか新たに義務を負担し、または権利の放棄

をしようとするときは理事会の議決を経、かつ東京都教育委員会の承認をうけなけ
ればならない。借入金 (その会計年度内の収入をもって償還する一時借入金を除く) 
についても同様とする。 

 
第１３条 この法人の会計年度は毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 
 
   第４章 役員・評議員および職員 
 
第１４条 この法人には次の役員をおく。 

(1) 理事 22 名以上 27名以内 
 (2) 監事 3 名以内 

2 理事のうち 1名を理事長、3名以内を副理事長、1名を専務理事、2名以内を常任理
事とすることができる。 

 
第１５条 理事長、副理事長、専務理事及び常任理事は、理事会の決議により、理事

の中から選定する。 
２．前項の理事長を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、

代表理事以外の副理事長、専務理事及び常任理事を業務執行理事とする。 
3  理事長は、法令及びこの寄付行為の定めるところにより、この法人を代表し、そ

の職務を執行する。 
4  副理事長、専務理事及び常任理事は、理事会において別に定めるところにより、

この法人の業務を分担執行する。 
 
第１６条 削除 
 
第１７条 削除 
 
第１８条 削除 
 
第１９条 理事は評議員会の互選により選出し、会長が委嘱する。 
２．理事は前項によるもののほか別に定める規程により理事長が委嘱することができ

る。 
３．理事は理事会を組織してこの法人の業務を議決し執行する。 
 
第２０条 監事は評議員会の選出により理事長が委嘱する。 
２．監事は民法第５９条の職務を行う。 
 
第２１条 理事及び監事の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち、最終

のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。 
２．補欠または増員による役員の任期は前任者又は現任者の残任期間とする。 



３．役員はその任期満了後でも後任者が就任するまで、なおその職務を行う。 
４．役員はこの法人の役員たるにふさわしくない行為のあった場合または特別の事情

のある場合には、その任期中といえども評議員会および理事会の議決によりこれを
解任することができる。 

 
第２２条 役員は有給とすることができる。 
 
第２３条 この法人には評議員をおく。 
２．評議員は加盟団体から１名宛選出する。 
３．第１９条第１項により評議員が理事または監事に選出されたときは、評議員の資

格を失い、その選出加盟団体は更にこれに代わる評議員を選出する。 
４．評議員には第２１条を準用する。この場合には同条中「役員」とあるのは「評議

員」と読み替えるものとする。 
 
第２４条 評議員は評議員会を組織しこの寄付行為に定める事項のほか理事会の諮問

に応じ理事長に対し必要と認める事項について助言する。 
 
第２５条 本会に会長、副会長、名誉会長、顧問、参与および常任相談役をおくこと

ができる。 
２．会長、副会長及び名誉会長は理事会で推薦し、評議員会の議決をもって推挙する。 
３．会長は、この法人を代表して儀礼的な行為を行うほか、この法人の事務の執行に

関し、必要な助言を行うことができる。また副会長は、会長を補佐し、また会長の
代行としてこの法人の事務の執行に関し、必要な助言を行うことができる。 

４．顧問・参与および常任相談役は理事会の承認を得て理事長が委嘱する。 
５．会長および名誉会長は会議に出席して意見を述べることができる。 
６．顧問および参与は、この法人の重要事項について諮問に応ずる。 
７．常任相談役は理事会に出席して意見を述べることができる。 
 
第２６条 この法人の事務を処理するため事務局をおく。 
２．事務局には事務局長その他必要な職員をおく。 
 
   第５章 加 盟 団 体 
 
第２７条 この法人に加盟した団体を加盟団体とする。 
２．東京都の区域をその構成範囲として結成された種目別体育団体ならびに東京都の

区市町村を単位とする地域別体育団体および小中高校を総括する学校体育団体で加
入申込のあったものは理事会の議決を経て加盟団体とすることができる。 

３．加盟団体が前項に規定する資格を失ったときは理事会の議決を経て脱会させる。 
４．加盟団体は毎年度所定の分担金を納入しなければならない。 
 
   第６章 会     議 
 
第２８条 理事会は必要に応じ理事長が招集する。ただし理事現在数３分の１以上か

ら会議の目的事項を示して請求のあったときは臨時理事会を招集しなければならな
い。 

２．会議の議長は理事長とする。 
 
第２９条 理事会は理事現在数の３分の２以上出席しなければ議事を開き、議決する

ことができない。ただし当該議事につき書面をもってあらかじめ意見を表したもの
は出席者とみなす。 

２．理事会の議事はこの寄付行為に別段の定めがある場合を除くほか出席理事の過半
数をもって決し可否同数のときは議長の決するところによる。 

 
第３０条 次に掲げる事項については理事会においてあらかじめ評議員会の意見を聞



かなければならない。 
１．事業計画および収支予算についての事項 
２．事業報告および収支決算についての事項 
３．その他この法人の業務に関する重要事項で会長において必要と認めた事項 
 
第３１条 この法人に理事会から委任された事項を審議するため運営会議をおく。 
２．運営会議は理事長、副理事長、専務理事および常任理事で組織する。 
３．運営会議は必要により理事長が招集する。 
 
第３２条 評議員会は毎年２回理事長が招集する。ただし、理事長が必要と認めた場

合、または評議員現在数の３分の１以上から会議の目的事項を示して請求のあった
ときは、評議員会を請求のあった日から２０日以内に招集しなければならない。 

２．評議員会の議長は、理事長とする。 
３．第２９条の規定は評議員会に準用する。この場合において同条中「理事会」及び

「理事」とあるのは「評議員会」および「評議員」と読み替えるものとする。 
 
第３３条 すべて会議には議事録を作成し、議長および出席者代表 2 名が署名なつ印

の上これを保存する。 
 
   第７章 財 務 委 員 会 
 
第３４条 この法人には財務委員会を設ける。 
 
第３５条 財務委員会は理事会の議を経て本寄付行為第４条の事業に必要な資金を調

達し、その保管にあたる。 
 
第３６条 委員会はその所管する事項に関しては、決定および実施の権限を有する。

ただし委員会の機構および、事業の根本方針については理事会の承認を得なければ
ならない。 

 
第３７条 委員会を構成する委員および委員会の構成ならびに運用方針については別

に定める。 
 
   第８章 スポーツ少年団本部 
 
第３８条 この法人にはスポーツ少年団本部を設ける。 
２．本部を構成する役員およびその構成ならびに運用方針については理事会の議決を

経て別に定める。 
 
   第９章 各 種 委 員 会 
 
第３９条 この法人には事業遂行上必要と認めた場合各種委員会をおくことができる。 
２．委員会を構成する委員および委員会の構成ならびに運用方針について理事会の議

決を経て別に定める。 
 
   第１０章 寄付行為の変更ならびに解散 
 
第４０条 この寄付行為は理事現在数および評議員現在数おのおの３分の２以上の同

意を経、かつ東京都教育委員会の許可をうけなければ変更することができない。 
 
第４１条 この法人の解散は理事現在数および評議員現在数おのおの４分の３以上の

同意を経、かつ東京都教育委員会の許可をうけなければならない。 
 
第４２条 この法人の解散に伴う残余財産は理事会全員の同意を経、かつ東京都教育



委員会の許可をうけてこの法人の目的に類似の公益事業に寄付するものとする。 
 
   第１１章 補     則 
 
第４３条 この寄付行為施行についての細則は理事会の議決を経て別に定める。 
 
 
 
附則 
１．本寄附行為は、昭和３１年２月２０日から施行する。 
 
２．本寄附行為は、昭和４４年５月１９日から施行する。 
 
３．本寄附行為は、昭和５６年４月１日から施行する。 
 
４．この寄付行為は、東京都教育委員会の認可のあった日（平成 20年 10 月 23 日）か

ら施行する。 
 
５．この寄付行為は、東京都教育委員会の認可のあった日(平成 23年 3月 1日)から施

行する。 
 
 


